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第１号議案 佐賀市地域公共交通計画の変更について 

 １ 背景 

本市では、今後の人口減少社会においても持続可能な地域公共交通の方針などを示した「佐賀市地域公共交通計画」を策定し、公共交

通の維持・活性化に向けた取り組みを推進しています。 

そのような中、本年度中に第３次佐賀市総合計画、次期佐賀市都市計画マスタープランを改定するなど、まちづくりの推進における公

共交通の重要性が高まっています。 

一方で、地域公共交通事業においては、利用減少・収支悪化などに加えて、2024 年問題など運転士不足が深刻化しており、地域公共

交通を取り巻く課題は厳しさが増しています。 

まちづくりの推進、公共交通の維持・活性化なども踏まえ、佐賀市地域公共交通計画に定めた特定の事業について、確実かつ円滑な事

業推進を図り地域公共交通の利便性向上を実現するべく、佐賀市地域公共交通利便増進実施計画を策定します。 

これに伴い、佐賀市地域公共交通計画の一部について、計画の整合をとるために改正を行います。 

 

 ２ 変更理由（法的根拠） 

   利用者の利便の増進に資する取組を通じて、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を図る事業（利便増進事業）を実施するための計

画である「佐賀市地域公共交通利便増進実施計画」の作成に当たっては、佐賀市地域公共交通計画において、利便増進事業に関する事項

を定める必要があるため。 

  【地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第２７条の１４第 1 項】 

 

 ３ 変更内容 

   佐賀市地域公共交通計画の一部を、新旧対照表のとおり変更する。 

  

資料３ 
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佐賀市地域公共交通計画の一部改正 

新旧対照表 

ページ 現行 改正後（案） 

 １ 計画の概要 １ 計画の概要 

 1-2 計画の位置づけ 1-2 計画の位置づけ 

P1 本計画は、「第２次佐賀市総合計画（後期基本計画）」を上位計画

として、「市民生活を支える総合交通体系の確立」を推進していく

ための計画です。 

また、都市計画や環境、住宅、福祉、観光振興などの本市の各分

野の計画との調和・整合を取り、各種計画の推進を交通の面から支

援するものです。 

将来像を実現していく基本的な考え方は、「佐賀市公共交通ビジ

ョン（平成 23年度～令和 2年度）」で示したものを踏まえつつ、

時代の流れを反映していきます。 

なお、本計画は、「地域公共交通活性化及び再生に関する法律

（以下、「活性化再生法」という。）に基づく法定計画として策定し

ます。 

 

本計画は、「第 3次佐賀市総合計画」を上位計画として、「市民

生活を支える総合交通体系の確立」を推進していくための計画で

す。 

また、都市計画や環境、住宅、福祉、観光振興などの本市の各分

野の計画との調和・整合を取り、各種計画の推進を交通の面から支

援するものです。 

将来像を実現していく基本的な考え方は、「佐賀市公共交通ビジ

ョン（平成 23年度～令和 2年度）」で示したものを踏まえつつ、

時代の流れを反映していきます。 

なお、本計画は、「地域公共交通活性化及び再生に関する法律

（以下、「活性化再生法」という。）に基づく法定計画として策定し

ます。 

また、必要に応じて地域公共交通利便増進実施計画を策定し、本

計画の推進を図ります。 
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ページ 現行 改正後（案） 

 ２ 本市が目指す公共交通の姿 ２ 本市が目指す公共交通の姿 

P3   
第 3次佐賀市総合計画 

将来像に向けた目標 

 変化に向き合い挑み続けることで常に

進化し続ける「まち」になろう 

 どんな「ひと」も自分らしく幸せに暮らせ

るまちにしよう 

 どんな人も自分らしい「しごと」で新たな

価値を生めるまちにしよう 

将来像 

『佐賀らしさでみんなが上を向く 
まち』 

第 2次佐賀市総合計画 

 絆を強め、情報共有、参加、協働に

よるまちづくりを！ 

 安心して暮らし続けることができる地

域社会へ！ 

 量から質への転換による豊かな地域

社会の創造を！ 

 地域の個性を磨き、自立したまち

に！ 

 グローバルに展開し、国内外から必

要とされるまちに！ 

基本理念 将来像 

『豊かな自然とこどもの笑顔が輝く
まち さが』 
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ページ 現行 改正後（案） 

P3   
佐賀市都市計画マスタープラン 次期佐賀市都市計画マスタープラン 

まちづくりの基本方針 

都市機能集約型のまちづくり 

地域拠点連携型のまちづくり 

市街化区域 

 拠点性を高めた質の高い

生活空間の形成 

 良好な住宅市街地の形成 

 大規模集客施設の適正な

誘導 

市街化調整区域 

 優良な農地の保全 

 自然的環境の保全と活用 

 集落の維持・活性化 

■拠点 

・中心市街地 

・地域拠点 
（諸富、大和、富士、三瀬、

川副、東与賀、久保田） 

 

■交流都市軸 

・広域交流軸 ・南北交流軸 

・域内交流軸 ・東西交流軸 

・環状軸 

・水とみどりの軸 

駅周辺など公共交通機関

の利便性の高い地域にお

いて、居住機能を含む多

様な都市機能を集積させ

た拠点的市街地の形成 

拠点的市街地において、

徒歩・自転車交通圏内に

各種都市機能を配置し、

歩いて暮らせる生活圏を

形成 

地域拠点（副拠点）とし

て、地域の暮らしに必要な

都市機能の集積 

都市計画の基本理念   

多様な拠点が有機的につながるまち 

都市機能集約型のまちづくり 

地域拠点連携型のまちづくり 

広域連携を見据えたまちづくり 

基本理念の構成要素 

都市づくりの基本方針 

①みんなが住み続けたくなる『持続可能』

な都市づくり 

②多彩な地域資源で『経済活力がみな

ぎる』都市づくり 

③県都として『県勢の発展を牽引』する

都市づくり 

④豊かな『歴史・自然環境と共生』でき

る都市づくり 

⑤災害に強い『安全・安心』な都市づくり 
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ページ 現行 改正後（案） 

P3 佐賀市立地適正化計画策定中 

 

 
佐賀市立地適正化計画 

立地適正化計画により目指す佐賀市の将来像 

未来につながる集約拠点都市 

“歩いて暮らして仕事して” 

・人口減少の中でも人口密度を維持し、各種

生活サービス施設や公共交通などが撤退する

ことのないよう、防災対策を講じつつ、積極的

に居住を誘導する区域 

居住誘導区域 

・医療・福祉、商業、子育て等、都市機能の維持や誘

導により、各種生活サービス施設の効率的な提供を

図る区域 

・同区域内では、維持・誘導する施設を具体的に定め

る（誘導施設） 

都市機能誘導区域 

●駅周辺など公共交通の利便性の高

い地域において、多様な都市機能を

集積させた拠点的市街地を形成 

●拠点的市街地における歩行空間や

自転車利用環境の整備 

●利便性の高い拠点的市街地への住

み替え促進 

●居住地における空き家・空き地対策

や防災性の向上 

●拠点間を結ぶ 

公共交通の充実 
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ページ 現行 改正後（案） 

P4   

2040年の目指す姿 

住み慣れた地域で
支え合い、 

自分らしく自立した
生活ができるまち 

基本目標 
１．地域で支え合う仕組みづくり 

２．認知症施策と高齢者の権利擁護の推進 

３．健康づくりと介護予防の推進 

４．自立と安心につながるサービスの充実 

社会参加の推進（高齢者バス優待乗車券への助成 など） 

佐賀市高齢者保健福祉計画 佐賀市高齢者保健福祉計画 

2025年の目指す姿 

住み慣れた地域で
支え合い、 

自分らしく自立した
生活ができるまち 

基本目標 
１．地域で支え合う仕組みづくり 

２．認知症施策と高齢者の権利擁護の推進 

３．健康づくりと介護予防の推進 

４．自立と安心につながるサービスの充実 

社会参加の推進（高齢者バス優待乗車券への助成 など） 

佐賀市障がい者プラン 佐賀市障がい者プラン 

１．きめ細かい障がい福祉サービス等の提供 

２．障がい児の未来に向けたしくみづくり 

３．生きがいを持って働ける場づくり 

４．多様な活動の振興・場づくり 

目標 

基本理念 

フラットな関わり 

ふらっとにつながる 

目標 

１．きめ細かい障がい福祉サービスの提供 

２．障がい児の未来に向けた支援のしくみづくり 

３．生きがいを持って働ける場づくり 

４．多様な活動の振興・場づくり 

５．安全・安心な住まいとまちづくり 

バリアフリー化の推進（交通環境の整備、ユニバーサルデザイン

の推進） 

６．わかりあえるまちづくり 

第２次佐賀市環境基本計画 

環境将来像 環境将来像 

みんなで創り育む トンボ舞う 
みどり豊かなまち さが 

ゼロカーボン 
シティ 
さがし 

基本目標 

１．脱炭素が暮らしや地域に浸透しているまち（脱炭素社会の実現） 

低炭素型の交通環境整備（公共交通機関の利用促進、安全で快適な歩行空間

及び自転車走行空間の整備、安全で快適な交通環境の整備） 

２．持続可能な循環の仕組みで、成長し続けるまち（循環型社会の実現） 

３．水とみどりにあふれ、心地よさを実感できるまち（自然共生社会の実現） 

４．安全で快適な生活環境のまち（生活環境の向上） 

基本目標 

ゼロカーボン 
シティ 
さがし 

基本理念 

ともに生き 

ともにかがやくまち 

さが 

５．活動しやすい安全・安心なまちづくり 

障がい者に配慮したまちづくりの推進（道路環境の整備、ユニバー

サルデザインの推進） 

６．わかりあえるまちづくり 

７．いつでもつながる支え合う体制づくり 

守り、育み、未来をつくる 
トンボ飛び交うまち さが 

１．地球温暖化を防止するまち（低炭素社会の構築） 

低炭素型の交通環境整備（公共交通機関の利用促進、自転車利用の促進、

自動車利用時の環境負荷低減、快適で安全な交通環境の整備） 

２．資源を活かす循環のまち（循環型社会の構築） 

３．水とみどりがあふれるまち（自然共生型社会の構築） 

４．安全で快適な生活環境のまち（生活環境の向上） 

横断目標：バイオマス産業都市の構築、環境教育の推進 

第３次佐賀市環境基本計画 
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ページ 現行 改正後（案） 

 ３ 将来ネットワーク ３ 将来ネットワーク 

 ３-2 交通結節点 ３-2 交通結節点 

Ｐ７ 表 佐賀市内の交通結節点 

 

 

 

 

 

 

※計画期間中に実施する路線再編検討に応じて適宜見直しを行うことも

想定する。 

 

佐賀駅は、県都の玄関口として、鉄道や高速バスなどの広域交通が結節

する市外や県外への移動の起終点であるとともに、主幹線交通や副幹線

交通である路線バスやその他交通が結節する市内移動の要衝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 佐賀市内の交通結節点 

 

 

 

 

 

 

※計画期間中に実施する路線再編検討に応じて適宜見直しを行うことも

想定する。 

 

佐賀駅は、県都の玄関口として、鉄道や高速バスなどの広域交通が結節

する市外や県外への移動の起終点であるとともに、主幹線交通や副幹線

交通である路線バスやその他交通が結節する市内移動の要衝です。 

佐賀市交通局は、市中心部の回遊を促進していくための拠点として位

置付けます。 
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ページ 現行 改正後（案） 

 ４ 将来像の実現に向けた課題、目標、施策 ４ 将来像の実現に向けた課題、目標、施策 

 ４-1-３ 施策 ４-1-３ 施策 

Ｐ２４ 施策２：路線バスの EBPM（証拠に基づく政策立案）の推進 

利用実績データや市民や来訪者の移動需要データ、市民等の意見を

基に、継続的に現状のサービスの検証を行い、必要に応じてサービ

ス改善を行う。 

事業２-①：路線バスサービス改善検討・実施（EBPM） 

 

データ分析結果をもとに、路線バスのサービス改善を検討し、必要に応

じてルート変更やダイヤ変更、運行形態変更などを検討する。 

実施主体：佐賀市、バス事業者 

実施時期：令和５年度～ 

施策２：路線バスの EBPM（証拠に基づく政策立案）の推進 

利用実績データや市民や来訪者の移動需要データ、市民等の意見を

基に、継続的に現状のサービスの検証を行い、必要に応じてサービ

ス改善を行う。 

事業２-①：路線バスサービス改善検討・実施（EBPM） 

 

データ分析結果をもとに、路線バスのサービス改善を検討し、必要に応

じてルート変更やダイヤ変更、運行形態変更などを検討する。 

実施主体：佐賀市、バス事業者 

実施時期：令和５年度～ 

Ｐ２４ 

Ｐ２５ 

施策４：各地域拠点へのラストワンマイルの導入 

主要結節点や乗り継ぎ拠点等において、路線バスから先の末端交通

を担う交通サービス（ラストワンマイル）の導入等を地域と協働し

て検討する。 

事業４-②：交通結節点の整備 

路線の新設や新たなモビリティの導入に伴い交通結節点を設ける場合

等に必要なハード整備の支援を検討する。 

実施主体：佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

施策４：各地域拠点へのラストワンマイルの導入 

主要結節点や乗り継ぎ拠点等において、路線バスから先の末端交通

を担う交通サービス（ラストワンマイル）の導入等を地域と協働し

て検討する。 

事業４-②：交通結節点の整備 

路線の新設や新たなモビリティの導入に伴い交通結節点を設ける場合

等に必要なハード整備の支援を検討する。 

実施主体：佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

Ｐ２６ 施策８：公共交通分野へのキャッシュレス決済対応 

公共交通分野でもキャッシュレス決済に対応できるよう取組を促進す

る。 

事業８-①：公共交通へのキャッシュレス決済の導入推進 

 

施策８：公共交通分野へのキャッシュレス決済対応 

公共交通分野でもキャッシュレス決済に対応できるよう取組を促進す

る。 

事業８-①：公共交通へのキャッシュレス決済の導入推進 

 

［地域公共交通利便増進事業］ 

［地域公共交通利便増進事業］ 

［地域公共交通利便増進事業］ 
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ページ 現行 改正後（案） 

鉄道及び路線バス、タクシーにカード決済やバーコード決済の導入

を検討する。 

実施主体：鉄道事業者、路線バス事業者、タクシー事業者 

検討時期：令和５年度～ 

鉄道及び路線バス、タクシーにカード決済やバーコード決済の導入

を検討する。 

実施主体：鉄道事業者、路線バス事業者、タクシー事業者 

検討時期：令和５年度～ 

Ｐ２６ 施策９：使いやすい運賃施策の展開 

中心市街地等の周遊や複数箇所の立ち寄り時の利便性や、複数の交通モ

ードの乗り継ぎ、運行バス会社を気にしないシームレスな利用環境の構

築に向けた運賃施策を展開する。 

事業９-①：企画乗車券の展開 

企画乗車券の販売を検討する。 

実施主体：バス事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

 

事業９-②：乗り継ぎ割引の導入 

利便性の向上に向けて路線バスの乗り継ぎ利用をした際の事業者間

の乗継割引を導入する。 

実施主体：バス事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

施策９：使いやすい運賃施策の展開 

中心市街地等の周遊や複数箇所の立ち寄り時の利便性や、複数の交通モ

ードの乗り継ぎ、運行バス会社を気にしないシームレスな利用環境の構

築に向けた運賃施策を展開する。 

事業９-①：企画乗車券の展開 

企画乗車券の販売を検討する。 

実施主体：バス事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

 

事業９-②：乗り継ぎ割引の導入 

利便性の向上に向けて路線バスの乗り継ぎ利用をした際の事業者間

の乗継割引を導入する。 

実施主体：バス事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

 ４-2-３ 施策 ４-2-３ 施策 

Ｐ３３ 施策 1３：中心市街地等の交通サービスの充実 

中心市街地等の移動利便性を高める交通サービスを導入する。 

事業 13-①：シェアサイクルの展開 

中心市街地等における移動需要を見極めながら、自転車のシェアリン

グサービスを民間事業者と連携する。 

施策 1３：中心市街地等の交通サービスの充実 

中心市街地等の移動利便性を高める交通サービスを導入する。 

事業 13-①：シェアサイクルの展開 

中心市街地等における移動需要を見極めながら、自転車のシェアリン

グサービスを民間事業者と連携する。 

［地域公共交通利便増進事業］ 

［地域公共交通利便増進事業］ 
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実施主体：民間事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

事業 13-②：電動キックスケーターの展開 

中心市街地等における移動需要を見極めながら、電動キックスケータ

ーのシェアリングサービスを民間事業者と連携する。事例：福岡市/mobby 

実施主体：民間事業者、佐賀市 

検討時期：令和７年度～ 

 

実施主体：民間事業者、佐賀市 

検討時期：令和５年度～ 

事業 13-②：電動キックスケーターの展開 

中心市街地等における移動需要を見極めながら、電動キックスケータ

ーのシェアリングサービスを民間事業者と連携する。事例：福岡市/mobby 

実施主体：民間事業者、佐賀市 

検討時期：令和７年度～ 

事業 13-③：まちなかデマンド交通の導入 

中心市街地等における移動需要を見極めながら、デマンド交通を導入

する。 

実施主体：佐賀市、交通事業者 

検討時期：令和 7年度～ 

 施策・事業のスケジュール 施策・事業のスケジュール 

Ｐ５２   

   


